
不動産後見アドバイザー資格講習会

「家賃保証の基礎・リースバックの問題点」



会社概要

ナップ賃貸保証株式会社｜会社名

〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3-13日工薬会館ビル3F｜本社

坂口 頼邦｜代表

2001年8月7日｜創業

55,000,000円｜資本金

賃貸不動産業における家賃債務保証業務
医療機関向けの医療費保証事業

｜事業内容

家賃債務保証業者登録 国土交通大臣（２）第57号
熊本県 住宅確保要配慮者居住支援法人指定 (第12号)
神奈川県 住宅確保要配慮者居住支援法人指定 (神・法人23-0003)
千葉県住宅確保要配慮者居住支援法人指定第0034号

｜登録

みずほ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・あおぞら銀行・三菱UFJ銀行｜取引銀行

東京本社 / 西東京支店/さいたま支店 / 横浜支店 / 名古屋支店 / 大阪支社 / 
広島支店 / 福岡支店/福岡カスタマーセンター/福岡バックオフィスセンター
/久留米支店 / 熊本支店・九州事務管理センター / 宮崎支店 / 鹿児島支店

｜営業拠点

弁護士法人ALG&Associates / ことぶき法律事務所 / 弁護士法人豊洲法律
事務所 / その他7弁護士事務所

｜法律顧問
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自己紹介 田邊裕典
ナップ賃貸保証株式会社 専務取締役
一般社団法人 全国保証機構 理事 賃貸保証事業部会 副会⾧
一般社団法人 全国住宅産業協会 組織委員

ナップ賃貸保証株式会社の前身、株式会社ナップに2011年入社。
2025年 専務取締役就任。
2014年 福岡県のNPO法人 大牟田ライフサポートセンターと初めて
居住支援との取り組みを開始。家賃債務保証会社の立場から、居住支
援をどう行っていくべきかを探求している。
2020年より、入院時の連帯保証人引き受けサービス、ナップメディ
カルを開始。東京大学病院を初め、多くの病院で採用されている。
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「なくては困る」時代だからこそ
お届けしたい、新しい賃貸保証のカタチ
ナップ創業当時はまだ、家賃債務保証会社は認知されていない時代でしたが、

現在では、「あれば便利」から「なくては困る」時代へと移り変わっています。

当社は、不動産業から起業した保証会社です。

不動産業界に特化してきたナップだからこそ、高齢化社会や多様化する社会に必要なサービスや

時代のニーズを見極め、付加価値を高めたサービスをお届けできると考えています。

不動産会社様・オーナー様・入居者様と居住支援法人様の全ての方に喜んでいただけるサービスをお届けしたい。

その想いでこれからも保証商品の開発を行って参ります。

© nap. Inc. 4



© nap. Inc. 5

家賃債務保証会社とは



家賃債務保証会社とは？
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入居審査も、家賃債務保証会社の役割です。
家賃債務保証会社の審査に合格しないと入居できないことが一般的です。



どれくらい使われているの？
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2020年の民法改正により、連帯保証人への極度額設定など、個人の連帯保証人を守る制度が始まり
家賃債務保証会社の需要がさらに拡大しています。
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登録家賃債務保証業者制度と

認定家賃債務保証業者制度の違いとは？



制度の違い
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認定家賃債務保証業者制度とは？
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■認定家賃債務保証業者制度 Ｑ＆Ａ（令和７年６月27日時点）
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■認定家賃債務保証業者制度 Ｑ＆Ａ（令和７年６月27日時点）

© nap. Inc. 14



© nap. Inc. 15

今更聞けない、日本の賃貸住宅の未来



全国で起きている、空き家問題
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全国の状況

空き家率 13.８％

空き家戸数 約9,000,000戸

※総務省 住宅・土地統計調査より



日本の人口は、40年で3割減少？
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※総務省 住宅・土地統計調査より

4世帯に1世帯は高齢者のみの家庭
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大家さん不動産会社さんの思い

満室経営を実現するために
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満室経営を実現するためには？

今まで・・・

若者 健常者

外国人高齢者障がい者

これから・・・
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いろんな人に、お部屋を貸したい！ でも・・・

ゴミ屋敷に
されないかな

ホントに家
賃払えるの

かな？

近隣トラブル
は面倒だ！

毎日連絡され
たら困る

問題を起こす人
だったら

大家に怒られる

孤独死したら
どうしよう 急に居なく

なったら
どうしよう

大家さん 不動産屋さん
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認知症に
なったらど
うする？
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ナップの居住支援法人と
家賃債務保証会社の連携内容



住宅確保要配慮者
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国土交通省住宅局より



従来の賃貸保証サービス

居住支援法人との取り組み概要 ナップの場合

ナップ賃貸保証
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管理会社様
オーナー様

入居希望者

居住支援法人

入居申込 入居審査 管理会社様
オーナー様

審査NG

審査申込

ナップ賃貸保証
管理会社様
オーナー様

審査OK 入居OK

新たな賃貸保証サービス



今までの入居申し込みの流れ ナップの場合
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要配慮者 居住支援法人

・貸主・不動産会社の問題点
要配慮者がどのような方なのか分から
ず不安が大きい

・保証会社の問題点
要配慮者がどのような方なのか分からず
通常の審査基準で審査するため、
お見送りになる



居住支援法人と保証会社の連携後の入居申し込みの流れ
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・先に審査を行うことで・・・
居住支援法人から要配慮者の内容と
サポート内容を知れるため、支払与信
に加え、入居中の支援を基に審査を行
い、保証引き受け率の向上ができる

・貸主・不動産会社理解を得る！
要配慮者の内容と入居中の支援内容が
理解でき、保証審査も下りているので
貸して頂けるケースが大幅に向上する。



入居審査について（ナップの場合）
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支払い与信だけではなく、入居中の生活支援も含めた審査を行っています



滞納発生時の連携について（ナップの場合）
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家賃
滞納

要配慮者へ
状況確認

サポート
内容と今後
の対応を決定

ナップと今後の
改善策について
共有

居住支援法人
へ状況連絡

従来の滞納対応は、保証会社が要配慮者と個別に行っていたため、
居住支援法人が要配慮者の状況を把握できていないなど、居住支援法人の対応が後
手に回ることが多かったが、保証会社と居住支援法人が連携することで要配慮者へ
先手のサポートができるようになった。
結果、大きなトラブルになる前に生活再建が可能になった。
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適正な求償権行使を目指して

ウエアブルカメラを使用して物件訪問時の可視化を実現



東京都中野区での事例
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（有限会社アタカハウジング）（居住支援法人）

（緊急連絡人）

80代、男性、年金と貯蓄で生活。
住んでいる物件の立退きに伴い転居が必要となったが、身内がおらず緊急連絡人のなりてもいない。
一般社団法人ささえる手さんからナップへ審査申込みをいただき事前審査を経て、有限会社アタカハ
ウジングさんが物件探しを行い、中野区社協さんが緊急連絡人になることで賃貸契約に進んでいる。



居住支援法人との連携実績 ナップの場合
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2 0 1 4 年 に 福 岡 県 の 大 牟 田 ラ イ フ サ ポ ー ト セ ン タ ー さ ん を は じ め 、 現 在 9 2 法 人 と 提 携

2 0 1 4 年 か ら 延 べ 4 , 1 1 7 名 の 住 宅 確 保 要 配 慮 者 を 居 住 支 援 法 人 経 由 で 保 証 引 き 受 け

※ 2 0 2 5 年 1 1 月 1 0 日 現 在
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リースバックの問題点とは



リースバックとは？
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※りそなグループより引用
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※りそなグループより引用

リースバックのタイミング



リースバックのメリット
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リースバックのデメリット
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実際に起きていること
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① リースバックを行った際も賃貸借契約となる為、家賃債務保証会社を利用します。
多重債務者など家賃債務保証を利用できないケースも存在します。

② 定期借家契約期間の満了に伴い追い出される可能性がある。
リースバックを行う業者は買った物件の将来収益を見越して購入します。
将来収益とは、物件又は土地の売却益が主です。
リースバック利用者が退去し、物件を取り壊し、再建築や隣接地を合わせて再建築することで
収益拡大を見込む性質上、できるだけ早く退去させる契約期間になっていることが多いため
特に契約期間を注意する必要が発生します。

③ オーナーチェンジによる追い出し行為。
リースバック契約時の購入者が売却をすることで、オーナーチェンジが発生し、新オーナーと
良好な関係が保たれない事例が発生しています。

④ 物価高騰に伴い家賃値上げの問題が発生しています。
リースバック開始時の家賃が値上がりし、住み続けられなくなる可能性があります。
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弊社は、民間サービスと公的サービスを複合して社会資源をフル活用すれば
すべての問題は解決できると弊社は考えております。
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代表：0570-055-722
【受付】平日9:00～18:00

support@nap.co.jp
会社名 / 氏名 / 住所/メールアドレス / 電話番号を

ご記入の上、お問い合わせ下さい。

https://nap-service.com
HPでも資料請求 / お問い合わせが可能です。

資料の郵送も承ります。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。


